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はじめに 

 
　全国的な少子化の中、本市においても、市立小・中学校で学校の小規模化が進

み、児童生徒の人間関係の固定化や多様な物の見方や考え方等に触れる機会の

減少、学級数の減少に伴う教職員数の減少など、教育上又は学校運営上の様々な

課題が指摘されています。 

　下関市教育委員会では、こうした課題を克服し、子供たちにとって、よりよい

教育環境の実現を目的に、平成２１年５月に下関市立学校適正規模・適正配置基

本計画（以下「第１期計画」という。）を策定し、下関市での市立小・中学校の

適正規模・適正配置の取組を進めてきました。 

これらの計画をもとに、令和２年４月に角島小学校と阿川小学校、粟野小学校、

滝部小学校を統合し豊北小学校を開校、令和３年４月に豊田中小学校と西市小

学校を統合、令和４年４月に王江小学校と名池小学校を統合し名陵小学校を設

置するとともに、名陵中学校と合わせ施設分離型小中一貫教育校「名陵学園」を

開校しました。 

更には令和６年４月には内日小学校と内日中学校による施設一体型小中一貫

教育校「うつい小中学校」を開校しました。 

こうした中、第３期計画の計画期間が令和６年度で終了するに当たり、下関市

立学校適正規模・適正配置検討委員会を設置し、第４期計画策定のための諮問を

行いました。 

委員会においては、市立小・中学校の現状や最新の児童生徒数の将来推計、

国・県の動向等を踏まえ、令和６年１月から３回にわたる審議が行われ、令和７

年４月に同委員会より「下関市立の小学校及び中学校の適正な規模及び配置」に

ついてが答申されたところです。 

このたび、下関市教育委員会では、本答申を踏まえ、今後もよりよい教育環境

の実現を目指して、第４期の下関市立学校適正規模・適正配置基本計画を策定し

ました。 
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Ⅰ　基本計画策定の趣旨等 

１　適正化の必要性と計画策定の趣旨 

　学校規模や配置の適正化を考える上では、第一に学校の果たす役割を再確認する必

要があります。 

義務教育を行う小・中学校は、児童生徒の能力を伸ばしつつ、社会において自立的

に生きる基礎を培うとともに、社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養う

ことを目的としています。このため、学校では、児童生徒が集団の中で、多様な考え

に触れ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨することを通じて思考力や表現力、判断力、

問題解決能力などを育み、社会性や規範意識を身に付けさせることが重要です。 

そのためには、適切な規模の児童生徒集団の確保とともに、バランスのとれた教職

員配置が行われる一定の学校規模を確保することが必要と考えています。 

また、学校は、防災や文化・スポーツ活動の拠点といった役割を担っており、学校

の配置の適正化は、保護者や地域住民の理解と協力に基づいて進めることが重要です。 

このような観点を踏まえ、市立小・中学校の規模や配置の適正化に向けて、保護者

や地域住民、行政が一体となってその取組を円滑に進めるため、下関市としての基本

的な考え方や具体的な方策を示した下関市立学校適正規模・適正配置基本計画を策定

します。 

 

２　計画の目的 

　少子化に伴い、市立小・中学校の小規模化が進行する中、将来にわたって義務教育

の教育水準の維持・向上を図り、子供たち一人ひとりの「生き抜く力」を育てること

ができる、よりよい教育環境を実現することを目的とします。 

 

３　計画の期間 

　本計画の計画期間は、令和７年度から令和１１年度までの５年間とします。 

 

４　計画の見直し 

　国の教育制度改革や県の学級編制基準の見直し、宅地造成や集合住宅の建設に伴う

児童生徒数の大幅な増加など、特段の事由がある場合には、計画期間の途中に見直し

を行い、計画を改定することがあります。 

なお、毎年度最新の人口データ等を基に、児童生徒数の将来推計を行い、優先対象

校について見直しの必要性を検討します。 
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Ⅱ　市立小・中学校の状況 

１　小・中学校の現状 

（１）児童生徒数の現状 

　　市立小学校の児童数は、昭和５６年度の児童数３１，５３９人をピークに減少を

続け、令和６年５月１日現在、１０，８９８人となっています。 

　　また、市立中学校の生徒数は、昭和６１年度の生徒数１５，６２９人をピークに

減少を続け、令和６年５月１日現在、５，５３０人となっています。 

　　児童生徒数は、ピーク時と比較して、約３５％と大幅に減少しています。 

 

 

（２）学校数の現状 

　　市立小・中学校数については、児童生徒数が増加から減少傾向へと転換した昭和

５０年代以降も、宅地開発等に伴う旧下関市郊外の人口増加にあわせて分離新設が

行われ、平成２年に、市立小学校５６校、市立中学校２７校と、ピークを迎えまし

た。 

　　平成１７年の市町合併前後に、旧豊浦町、旧豊北町で、少子化や校舎の老朽化に

対応するため、市立小・中学校の統廃合が実施されたことから、第１期計画を策定

した平成２１年度時点では、市立小学校５４校、市立中学校２３校でした。 

　　第３期計画を策定した令和２年１１月時点では、市立小学校４４校、市立中学校

２２校となり、令和６年４月１日現在は、市立小学校４２校、市立中学校２３校と

なっています。 
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（３）学校規模の現状 

　　第３期計画以降、市立中学校については蓋井中学校の新設により１校増加したも

のの、市立小学校については統合により２校減少し、少子化が一層進展したことか

ら、児童生徒数の減少による学校の小規模化が進行している状況です。 

　　令和６年５月１日現在、市立小学校１校当たりの児童数は２６０人、市立中学校

１校当たりの生徒数は２４１人となっており、中核市の中でも下位に位置している

状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市立小学校 市立中学校

年度 児童数 学校数
１学校当たりの

児童数
年度 生徒数 学校数

１学校当たりの
生徒数

令和6年度 10,898人 42校 260人 令和6年度 5,530人 23校 241人

昭和56年度
（児童数ピーク）

31,539人 52校 607人
昭和61年度

（生徒数ピーク）
15,629人 26校 601人

市立小・中学校の1学校当たりの児童生徒数
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２　市立小・中学校の将来推計 

（１）児童生徒数の将来推計 

　　本市の児童生徒数について、令和６年５月１日現在の校区別の人口や在籍児童生

徒数をもとに令和１２年度の児童生徒数を推計した場合、市立小学校の児童数が 

８，６１５人、市立中学校の生徒数が４，２５２人と、引き続き減少することが見

込まれます。 

　　また、「下関市人口ビジョン（令和６年度改訂版）」の中で、本市の将来人口は、

令和２年の２５５，０５１人から令和３２年には１６４，７５０人にまで減少する

と推計されています。 

　　このうち、０歳から１４歳までの人口は、令和２年の２８，１９４人から令和 

３２年には１４，９６５人になると推計されており、令和２年からの３０年間で、

約４７％も減少することになります。 

 

 

 

令和6年度

10,898人

令和6年度

5,530人

令和12年度

8,615人

令和12年度

4,252人

0人

2,000人

4,000人

6,000人

8,000人

10,000人

12,000人

14,000人

市立小学校児童数 市立中学校生徒数

児童生徒数の令和１２年度推計結果

※令和１２年度の推計値は、令和６年５月１日現在の校区別人口や市立小学校の在籍児童数をもと

に、児童生徒数を推計したものです。
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（２）学校規模の将来推計 

　　現在の学校数に変化が無かった場合、令和１２年度の市立小学校１学校当たりの

児童数は２０５人、市立中学校１学校当たりの生徒数は１８５人と推計されます。 

　　次ページの「学級数別の学校数と児童生徒数（令和１２年度　推計結果）」により

学校毎に学級数を見た場合、市立小学校では、複式学級が編制される５学級以下の

学校が１０校、市立中学校では、５学級以下の学校が１１校と見込まれています。 

　　児童生徒数の減少は、令和１２年度以降も続くことが予想されており、小規模校

の増加とともに、過度に小規模化した学校では、教頭や養護教諭、学校事務職員が

未配置となるなど教育環境への影響が懸念されます。 

　　将来にわたり義務教育の機会均等や水準の維持・向上を図る観点から、地域の実

情を踏まえた市立小・中学校の規模や配置の適正化を検討し、これを実行していく

ことが求められています。 

 

 

 

2020年
(R2)

2025年
(R7)

2030年
(R12)

2035年
(R17)

2040年
(R22)

2045年
(R27)

2050年
(R32)

総    数 255,051人 237,719人 222,393人 207,162人 192,221人 177,936人 164,750人

うち
0～14歳

28,194人 24,285人 20,424人 18,067人 17,096人 16,167人 14,965人

28,194人

24,285人

20,424人
18,067人 17,096人 16,167人 14,965人
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(R32)

（0～14歳人口の推移）

下関市の将来推計人口

資料：「下関市人口ビジョン（令和６年度改訂版）　下関市の将来人口（年齢３区分別人口）」
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宇賀 蓋　井
(7) (1)

蓋井 内　日
(3) (12)

豊田下 吉田 楢崎 室津 豊田 吉見 豊北 豊洋 木屋川 文洋 向洋 玄洋
(24) (20) (16) (14) (45) (52) (56) (65) (67) (69) (93) (97)

内日 小串 名陵
(33) (30) (104)
西市 関西
(51) (46)

吉見 豊東 誠意 桜山 豊北 岡枝 養治 本村 菊川 夢が丘 長成
(117) (107) (105) (104) (101) (95) (95) (73) (135) (136) (155)

角倉 名陵 王喜 向井 江浦

(159) (155) (125) (125) (118)

垢田 日新
(192) (203)

西山 向山 彦島
(192) (189) (233)
小月 川棚 垢田
(208) (204) (243)

文関 生野 長府
(285) (247) (347)

清末 安岡 山の田
(316) (332) (347)
長府
(377)

川中西
(361)

東部 川中 勝山
(469) (485) (506)

山の田 熊野 王司
(434) (430) (419)

一の宮
(501)

豊浦
(573)

安岡 勝山
(674) (620)

川中
(670)

（備考）

小　　　学　　　校　　（３５人学級） 中　　　学　　　校　（３５人学級）

※児童生徒数は、令和６年５月１日現在の校区別人口や市立小学校の在籍児童数を基に推計したものです。

※推計において、校区外通学による児童生徒数の変動は考慮していません。

※学級数は、特別支援学級を除いたものになります。

学級数別の学校数と児童生徒数(令和12年度 推計結果）

学級数

学　　校　　名　　（　児　童　数　） 校数 校数 学　　校　　名　　（　生　徒　数　）

1 1 1

1 2 1

4 3 8

2 4 1

2 5 0

13 6 3

1 7 1

2 8 1

2 9 1

0 10 0

2 11 1

1 12 2

1 13 0

1 14 0

0 15 3

3 16 0

0 17 0

1 18 0

0 19 0

1 20 0

2 21 0

1 22 0

0 23 0

0 24 0

　41校　　363学級　　8,615人 41 計 23 　23校　　153学級　 4,252人
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Ⅲ　適正化の基本的な考え方　 

１　適正な規模について 

　適正規模の基準については、次のとおりとします。 

 

 

　 

〈考え方〉 

　○人間関係の固定化を避けるため、小・中学校ともに、クラス替えができる規模（小

学校１２学級以上、中学校６学級以上）を確保する必要があると考えます。 

○中学校は教科担任制であり、指導方法の工夫改善や校内研究体制の充実を図るた

めに、同じ教科の教員を複数配置できる１２学級（１学年に４学級）以上が望ま

しいと考えます。 

○５学級以下の学校と１２学級から１８学級まで（学校教育法施行規則における標

準学級数）の学校とを統合する場合には、２４学級までを適正な学校規模として、

１９学級から２４学級までを含めて適正な規模とします。 

 

２　適正な配置について 

学校の配置については、全市的な視点から設置状況や地理的要因を考慮し、長期的

に適正な学校規模の確保を目指していく必要があります。 

このため、学校施設の整備、耐震化の状況や既存校舎を活かした教室数の確保に努

めるとともに、適正な配置が図れない場合は、校舎の新設についても検討していきま

す。 

また、学校統合を行うことは、通学距離の延長に伴い、児童生徒の負担を大きくす

る可能性もあるため、学校位置や校区の決定に当たっては、通学における負担や安全

等に配慮し、適切な通学条件や通学手段が確保されるようにする必要があります。 

なお、学校は、地域における文化やスポーツなど地域行事の場としての機能をはじ

め、様々な意味で地域の拠点としての役割も担っており、まちづくりとも密接に関連

することから、学校の配置については、関係機関と連携して進めていきます。 

 

 

 

 

分 類 全 校 学 級 数

小 学 校 １２学級～２４学級

中 学 校 １２学級～２４学級
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３　適正配置の基準 

適正配置の基準については、次のとおりとします。 

 

　  

 

〈考え方〉 

　○徒歩や自転車による通学距離としては、小学校で４㎞以内、中学校で６㎞以内と

いう基準は、おおよその目安として妥当であると考えます。 

　○通学時間としては、遠距離通学（小学校で４㎞超、中学校で６㎞超）の場合に、

公共交通機関やスクールバス等の適切な交通手段が利用可能であることを前提

として、おおむね１時間以内を目安とします。 

ただし、小学校の通学距離については、児童の負担と近年の猛暑等の諸事情を

考慮する必要があると考えます。 

○総合支所管内では、総合支所ごとにまちづくりが進められていることから、原則

として小・中学校をそれぞれ１校以上配置することが妥当であると考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類 通学距離 通学時間

小 学 校 おおむね４ｋｍ以内 おおむね１時間以内

中 学 校 おおむね６ｋｍ以内 おおむね１時間以内
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Ⅳ　適正化の具体的な方策 

１　適正化の検討対象校・優先対象校 

「Ⅲ　適正化の基本的な考え方」で示した適正規模の基準（学級数１２学級～２４

学級）に基づき、令和１２年度の推計で基準に該当しない学校を「検討対象校」とし

ます。 

さらに、検討対象校のうち、複式学級※1 の編制や教員の配置など、小規模校の課題

が顕著となる５学級以下の学校を「優先対象校」とし、適正化に向けた具体的な取組

を進めていくこととします。 

このうち、第３期計画期間に小中一貫教育校として開校した名陵学園（名陵小学校、

名陵中学校）、うつい小中学校（内日小学校、内日中学校）、蓋井小中学校（蓋井小学

校、蓋井中学校）及び令和７年４月に開校したよしみ小中学校（吉見小学校、吉見中

学校）については、優先対象校から除外するものとします。 

 

①検討対象校・優先対象校 

◆検討対象校◆ 

◆優先対象校◆ 

 

※1〈参考〉複式学級 

 
                      

 分　類 検討対象校 適正規模校 検討対象校

 小　学　校
～１１学級 １２学級～２４学級 ２５学級～

 中　学　校

 分　類 優先対象校

 小　学　校
５学級以下

 中　学　校
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２　地域区分別の優先対象校 

　優先対象校は次のとおりとなります。 

 

 

 

 

 

【旧下関市中心部】：５学級以下の学校（特別支援学級を除く）

学
級
数

3
文洋
(69)

向洋
(93)

玄洋
(97)

4

5
関西
(46)

【旧下関市周辺部】：５学級以下の学校（特別支援学級を除く）

学
級
数

3
吉田
(20)

木屋川
(67)

4

5

【総合支所管内】：５学級以下の学校（特別支援学級を除く）

菊川 豊田 豊浦 豊北 菊川 豊田 豊浦 豊北

1
宇賀
(7)

2

3
楢崎
(16)

豊田下
(24)

室津
(14)

豊田
(45)

豊洋
(65)

豊北
(56)

4
小串
(30)

5
西市
(51)

（備考）

　・学校名下の（）内数値は、令和12年度推計の児童生徒数を示したものです。

小学校 中学校

小学校 中学校

小学校 中学校学
級
数
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３ 適正化の手法 

（１）学校統合 

学校の適正化を図っていくための手法としては、原則として、統合により適正規

模化を図りつつ、必要に応じて通学区域の見直しを行うものとします。 

 

（２）小中一貫教育校（適正規模化が困難な地域への対応） 

　　学校の適正化は、小学校同士、中学校同士の学校統合が基本ですが、総合支所管

内のように、「適正配置の基準」や「まちづくり」の観点から学校を廃止することが

困難と認められる場合は、近隣小・中学校の配置や施設一体化等の可能性を検証し

たうえで小中一貫教育校として存続し、小規模校のデメリットの縮減を図ります。 

 

４　適正化の組み合わせ 

　下関市教育委員会が望ましいと考える学校の適正化の組み合わせや適正化後の学

校位置を、次のとおり「適正化の組み合わせ」として示します。 

「適正化の組み合わせ」の対象校については、原則として「学校統合」について優

先的に取り組むものとし、一部対象校については「学校統合」と一体的に「小中一貫

教育」を推進していきます。 

また、「適正化の対象校が３校以上の適正化の組み合わせにおいて、段階的に適正化

を進めること」、「施設分離型の小中一貫教育が示されている適正化の組み合わせにお

いて、施設一体型の小中一貫教育を検討すること」、「小学校又は中学校同士の統合が

示されている地域で、さらに小中一貫教育の推進を検討すること」など、よりよい教

育環境を目指して地域の状況に応じた柔軟な対応に努めることとします。 

これらを踏まえ、下関市教育委員会では、学校の小規模化が加速化する中、「適正化

の組み合わせ」に沿って学校の適正化に向けて取り組むこととします。 

なお、適正化を進めるに当たっては、「Ⅴ 適正化の実施に関する事項」で示すとお

り、保護者や地域住民の理解や協力のもとに実施していきます。 

 

５　長期的な視点での適正化 

　少子化による児童生徒数の減少が続いていることから、長期的に校舎等の新設や建

て替えも含めた全市的な学校再編の必要性を検討していくこととします。 
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【適正化の組み合わせ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象校 小中一貫教育 学校位置※１

①

②

③

旧
下
関
市

周
辺
部

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

　　※1　学校位置は、統合前の学校名による位置のみを示したものです（校名は統合前の名称）。

・ 適正化の組み合わせの詳細は、Ⅶ資料編【適正化の組み合わせ毎のシミュレーション】のとおりです。

　（備考）

旧
下
関
市
中
心
部

総
合
支
所
管
内

旧神田小学校

（西神田町５－１）

玄洋中

木屋川中

豊北中

岡枝小

玄洋中

川棚小

豊北中

木屋川中

豊田中

豊洋中

本村小 西山小

吉田小 王喜小

楢崎小 岡枝小

西市小 豊田中豊田下小 西市小

室津小 誠意小

宇賀小 小串小 川棚小

豊北小

向洋中文洋中

桜山小関西小 桜山小

王喜小

誠意小 豊洋中
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Ⅴ　適正化の実施に関する事項 

１　適正化の実施手順 

学校は児童生徒の教育のために設置されている施設であり、学校の適正化の検討に

当たっては児童生徒の教育条件の改善の視点を中心に据えるべきですが、地域住民か

ら見た学校は、地域社会の将来を担う人材を育てる中核的な場所であるとともに、防

災、保育、地域の交流の場など様々な機能を有している場合も多く、学校づくりがま

ちづくりと密接に関わってくることになります。 

また、本市では、学校が抱える様々な課題を解決するために、全小・中学校をコミ

ュニティ・スクールに指定し、地域学校協働本部を各中学校区に設置するなど、地域

と連携した学校づくりを推進しており、学校運営に地域住民が密接に関わっている状

況があります。　 

このため、学校の適正化については、次に示すとおり、保護者や地域住民に対して

十分な説明を行うとともに、保護者や地域住民の理解や協力のもとに進めるものとし

ます。 

 

〈考え方〉 

○「適正化の組み合わせ」の対象校区の保護者や地域住民との意見交換等により、

現在の学校の状況などを共有することで、学校の適正化に関する理解を深めてい

きます。 

○保護者や学校運営協議会の代表者等との協議により、学校の適正化（統合校の位

置、時期など）についての確認を得たのち、統合準備に向けた具体的な内容（校

名、指定用品など）を決定していきます。 

 

 

２　適正化後の検証 

適正化前後で児童生徒の教育環境、意識等にどのような変化が見られるかをアン

ケート等により確認し、学校運営や次期計画策定の参考といたします。 

 

 

３　総合支所管内の適正化 

総合支所管内の学校については、適正配置の面から学校規模に関わらず各総合支

所管内に少なくとも小・中学校各 1校は存続し、適正規模化が困難な総合支所管内

は、小中一貫教育校による適正化を図ることといたします。 
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Ⅵ　適正化における留意事項 

１　適正化前の児童生徒の交流 

計画的に合同の学校行事や授業を実施するなど、児童生徒の交流に配慮します。 

 

２　教職員の配置 

適正化に関する諸準備及び適正化後の学校運営等を円滑に進めることができるよ

う、山口県教育委員会との情報共有や連携を図り、適切な教職員の配置に努めます。 

 

３　通学の安全確保 

通学の安全確保は、保護者の大きな不安要素の１つであり、児童生徒が安全に通学

できることを最優先に、通学距離や公共交通機関の運行状況等に応じて、スクールバ

スを運行するなど、最も安全な通学方法を検討し、適正化後の通学に支障がないよう

取り組みます。 

 

４　適正化後の支援体制等の充実 

適正化後の学校に対しては、ガイダンスアドバイザーを派遣するなど、生徒指導上

の諸課題の未然防止や早期発見、不審者対応も含めた通学路の安全確保等に努め、き

め細かな学校支援体制の充実に取り組みます。 

また、既存の施設を有効活用することを原則としながらも、適正化による教育環境

の変化に適切に対応するため、重点的に学校施設の改修に努めます。 

 

５　特別な支援を必要とする児童生徒への対応 

環境の変化への適応に困難があるなど特別な支援を必要とする児童生徒について

は、個別に適切な対応を検討し、個々の教育的ニーズに応じた一層きめ細かな支援を

行います。 

 

６　学校跡地の有効活用 

学校の跡地利用については、全市的な行政需要を踏まえた上で、保護者や学校運営

協議会の代表者等から示された意見を参考とし、施設や地域の状況に応じた利用や処

分を関係部局と連携し検討します。 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Ⅶ　資　料　編 
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■学校の適正規模・適正配置に関する関係法令等（抜粋） 

１　学級編制の基準について 

○公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（昭和３３年５月法律第 

１１６号） 

（学級編制の標準) 

第３条　 

２　各都道府県ごとの、都道府県又は市(地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２５２条の 

１９第１項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)を除き、特別区を含む。第８条第３号

並びに第８条の２第１号及び第２号を除き、以下同じ。)町村の設置する小学校(義務教育学校

の前期課程を含む。次条第２項において同じ。)又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等

教育学校の前期課程を含む。同項において同じ。)の一学級の児童又は生徒の数の基準は、次

の表の上欄に掲げる学校の種類及び同表の中欄に掲げる学級編制の区分に応じ、同表の下欄に

掲げる数を標準として、都道府県の教育委員会が定める。ただし、都道府県の教育委員会は、

当該都道府県における児童又は生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合について

は、この項本文の規定により定める数を下回る数を、当該場合に係る一学級の児童又は生徒の

数の基準として定めることができる。 

 

 

 
○学級編制の弾力化状況 

 

 学校の種別 学級編制の区分 一学級の児童又は生徒の数

 

小学校(義務教育学校の

前期課程を含む。)

同学年の児童で編制する学級 ３５人

 二の学年の児童で編制する学級 １６人（第一学年の児童を含む

学級にあっては、８人）

 学校教育法第８１条第２項及び第

３項に規定する特別支援学級
８人

 
中学校(義務教育学校の

後期課程及び中等教育学

校の前期課程を含む。)

同学年の生徒で編制する学級 ４０人

 二の学年の生徒で編制する学級 ８人

 学校教育法第８１条第２項及び第

３項に規定する特別支援学級
８人

 都道府県 校種 学年 概要

 
山口県

小学校 ２～６学年
３５人以下学級

 中学校 全学年
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２　学級数の標準について 

○学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号） 

　（学級数） 

第４１条　小学校の学級数は、１２学級以上１８学級以下を標準とする。ただし、地域の実態そ

の他により特別の事情のあるときは、この限りでない。 

※中学校については、第７９条において準用 

 

３　学校規模と通学距離について 

○義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律（昭和３３年法律第８１号） 

（国の負担） 

第３条　国は、政令で定める限度において、次の各号に掲げる経費について、その一部を負担す

る。この場合において、その負担割合は、それぞれ当該各号に定める割合によるものとする。 

　(4) 公立の小学校、中学校及び義務教育学校を適正な規模にするため統合しようとすること

に伴って必要となり、又は統合したことに伴って必要となった校舎又は屋内運動場の新築

又は増築に要する経費　２分の１ 

 

○義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令（昭和３３年政令第１８９号） 

第４条　法第３条第１項第４号の適正な規模の条件は、次に掲げるものとする。 

(1) 学級数が、小学校及び中学校にあってはおおむね１２学級から１８学級まで、義務教育学  

校にあってはおおむね１８学級から２７学級までであること。 

　  (2) 通学距離が、小学校にあってはおおむね４キロメートル以内、中学校及び義務教育学校　　 

にあってはおおむね６キロメートル以内であること。 

２　５学級以下の学級数の小学校若しくは中学校又は８学級以下の学級数の義務教育学校と前

項第１号に規定する学級数の学校とを統合する場合においては、同号中「１８学級まで」とあ

るのは「２４学級まで」と、「２７学級」とあるのは「３６学級」とする。 

３　統合後の学校の学級数又は通学距離が第１項第１号又は第２号に掲げる条件に適合しない

場合においても、文部科学大臣が教育効果、交通の便その他の事情を考慮して適当と認めると

きは、当該学級数又は通学距離は、同項第１号又は第２号に掲げる条件に適合するものとみな

す。 
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■学校規模別教職員配置の標準例（山口県教育委員会） 

○小学校 

 

※教員数は、教頭を含めた人数であり、校長は含まれません。 

※上記のほか、学校の実情に応じて教員が加配されることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学級数 教員数 学級数 教員数

１学級 2 １３学級 15

２学級 3 １４学級 16

３学級 4 １５学級 18

４学級 5 １６学級 19

５学級 6 １７学級 20

６学級 7 １８学級 21

７学級 8 １９学級 22

８学級 10 ２０学級 23

９学級 11 ２１学級 24

１０学級 12 ２２学級 25

１１学級 13 ２３学級 26

１２学級 14 ２４学級 27
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○中学校 

 

※教員数は、教頭、教諭、助教諭、講師（非常勤講師を除く）の人数であり、校長は含まれません。 

※上記のほか、学校の実情に応じて教員が加配されることがあります。 

 

 

 

 

国語 社会 数学 理科 英語 音楽 美術 保体 技術 家庭 計

３学級 7 1 1 1 1 1 1 1 7

４学級 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8

５学級 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

６学級 10 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10

７学級 12 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 12

８学級 13 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 13

９学級 15 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 15

１０学級 16 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 16

１１学級 18 3 2 3 2 2 1 1 2 1 1 18

１２学級 19 3 2 3 2 3 1 1 2 1 1 19

１３学級 20 3 3 3 2 3 1 1 2 1 1 20

１４学級 22 3 3 3 3 3 1 1 3 1 1 22

１５学級 23 4 3 3 3 3 1 1 3 1 1 23

１６学級 25 4 3 4 3 4 1 1 3 1 1 25

１７学級 27 4 4 4 4 4 1 1 3 1 1 27

１８学級 28 4 4 4 4 4 1 1 4 1 1 28

１９学級 30 5 4 4 4 4 2 1 4 1 1 30

２０学級 31 5 4 4 4 4 2 2 4 1 1 31

２１学級 33 5 4 5 4 5 2 2 4 1 1 33

２２学級 34 5 4 5 5 5 2 2 4 1 1 34

２３学級 36 6 5 5 5 5 2 2 4 1 1 36

２４学級 37 6 5 5 5 5 2 2 5 1 1 37

学級数 教員数
標準的な教科担任別教員配置
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■適正化の組み合わせ毎のシミュレーション 

（旧下関市中心部） 

組み合わせ① 

１　対象校：文洋中学校、向洋中学校 

　　適正化後の学校位置：旧神田小学校（西神田町５－１） 

　 

２　生徒数・学級数の将来推計 

 
 

３　適正化後の生徒数・学級数 

 

 

組み合わせ② 

１　対象校：関西小学校、桜山小学校 

　　適正化後の学校位置：桜山小学校 

　 

２　児童数・学級数の将来推計 

 

 

３　適正化後の児童数・学級数 

 

１年 ２年 ３年 合計 １年 ２年 ３年 複式 合計

文洋中 18 23 28 69 1 1 1 3

向洋中 31 29 33 93 1 1 1 3

令和12年度推計

普通学級生徒数 普通学級数

１年 ２年 ３年

生徒数 49 52 61 162
学級数 2 2 2 6

令和12年度推計

中学校（普通学級） 合計

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 複式 合計

関西小 6 7 13 4 7 9 46 1 1 1 1 1 5

桜山小 15 15 24 18 14 18 104 1 1 1 1 1 1 6

令和12年度推計

普通学級児童数 普通学級数

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

児童数 21 22 37 22 21 27 150

学級数 1 1 2 1 1 1 7

令和12年度推計

小学校（普通学級） 合計
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組み合わせ③ 

１　対象校：本村小学校、西山小学校、玄洋中学校　　　【小中一貫教育】 

　　適正化後の学校位置：現在の玄洋中学校の位置 

　 

２　児童生徒数・学級数の将来推計 

 
 

３　適正化後の児童生徒数・学級数 

 

 

（旧下関市周辺部） 

組み合わせ④ 

１　対象校：吉田小学校、王喜小学校、木屋川中学校　　【小中一貫教育】 

　　適正化後の学校位置：現在の王喜小学校、木屋川中学校の位置 

　 

２　児童生徒数・学級数の将来推計 

 
 

３　適正化後の児童生徒数・学級数 

 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 複式 合計

本村小 14 8 9 11 13 18 73 1 1 1 1 1 1 6

西山小 29 32 29 37 36 29 192 1 1 1 2 2 1 8

玄洋中 34 34 29 97 1 1 1 3

令和12年度推計

普通学級児童生徒数 普通学級数

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 １年 ２年 ３年

児童生徒数 43 40 38 48 49 47 265 34 34 29 97 362

学級数 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 3 15

令和12年度推計

小学校（普通学級） 中学校（普通学級） 合計
小計 小計

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 複式 合計

吉田小 1 3 4 3 6 3 20 3 3

王喜小 19 19 17 27 22 21 125 1 1 1 1 1 1 6

木屋川中 25 17 25 67 1 1 1 3

令和12年度推計

普通学級児童生徒数 普通学級数

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 １年 ２年 ３年

児童生徒数 20 22 21 30 28 24 145 25 17 25 67 212

学級数 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 3 9

令和12年度推計

小学校（普通学級） 中学校（普通学級） 合計
小計 小計



- 21 - 

（総合支所管内） 

組み合わせ⑤ 

１　対象校：楢崎小学校、岡枝小学校 

　　適正化後の学校位置：現在の岡枝小学校の位置 

　 

２　児童数・学級数の将来推計 

 
 

３　適正化後の児童数・学級数 

 

 

組み合わせ⑥ 

１　対象校：豊田下小学校、西市小学校、豊田中学校　　【小中一貫教育】 

　　適正化後の学校位置：現在の西市小学校、豊田中学校の位置 

　 
２　児童生徒数・学級数の将来推計 

 
 

３　適正化後の児童生徒数・学級数 

 

 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 複式 合計

楢崎小 3 3 3 3 2 2 16 3 3

岡枝小 10 18 16 20 19 12 95 1 1 1 1 1 1 6

令和12年度推計

普通学級児童数 普通学級数

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

児童数 13 21 19 23 21 14 111

学級数 1 1 1 1 1 1 6

令和12年度推計

小学校（普通学級）
合計

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 複式 合計

豊田下小 2 4 3 3 6 6 24 3 3

西市小 8 7 9 8 10 9 51 1 1 1 1 1 5

豊田中 13 14 18 45 1 1 1 3

令和12年度推計

普通学級児童生徒数 普通学級数

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 １年 ２年 ３年

児童生徒数 10 11 12 11 16 15 75 13 14 18 45 120

学級数 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 3 9

令和12年度推計

小学校（普通学級） 中学校（普通学級） 合計
小計 小計
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組み合わせ⑦ 

１　対象校：室津小学校、誠意小学校、豊洋中学校　　　【小中一貫教育】 

　　適正化後の学校位置：現在の誠意小学校、豊洋中学校の位置 

　 

２　児童生徒数・学級数の将来推計 

 
 

３　適正化後の児童生徒数・学級数 

 

 

 

組み合わせ⑧ 

１　対象校：宇賀小学校、小串小学校、川棚小学校 

　　適正化後の学校位置：現在の川棚小学校の位置 

　 

２　児童数・学級数の将来推計 

 
 

３　適正化後の児童数・学級数 

 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 複式 合計

室津小 2 3 2 3 2 2 14 3 3

誠意小 8 9 18 14 27 29 105 1 1 1 1 1 1 6

豊洋中 16 28 21 65 1 1 1 0 3

令和12年度推計

普通学級児童生徒数 普通学級数

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 １年 ２年 ３年

児童生徒数 10 12 20 17 29 31 119 16 28 21 65 184

学級数 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 3 9

令和12年度推計

小学校（普通学級） 中学校（普通学級） 合計
小計 小計

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 複式 合計

宇賀小 1 0 0 0 0 6 7 1 0 0 0 0 1 2

小串小 4 6 6 3 5 6 30 1 1 2 4

川棚小 37 28 28 33 38 40 204 2 1 1 1 2 2 9

令和12年度推計

普通学級児童数 普通学級数

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

児童数 42 34 34 36 43 52 241

学級数 2 1 1 2 2 2 10

令和12年度推計

小学校（普通学級）
合計
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組み合わせ⑨ 

１　対象校：豊北小学校、豊北中学校　　　　【小中一貫教育】 

　　適正化後の学校位置：現在の豊北中学校の位置 

　 

２　児童生徒数・学級数の将来推計 

 
 

３　適正化後の児童生徒数・学級数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 複式 合計

豊北小 9 11 19 20 19 23 101 1 1 1 1 1 1 6

豊北中 22 16 18 56 1 1 1 0 3

令和12年度推計

普通学級児童生徒数 普通学級数

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 １年 ２年 ３年

児童生徒数 9 11 19 20 19 23 101 22 16 18 56 157

学級数 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 3 9

令和12年度推計

小学校（普通学級） 中学校（普通学級） 合計
小計 小計
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■市立小学校一覧 

 

※（　）は非常勤職員または会計年度任用職員、外数 

 
 

 

区分 所在地

学
　
　

級

特
別
支
援
学
級

児　童 教
　
　

員

事務職員
養護教諭 
(養護士)

栄
養
教

諭

栄　

養　

士

校
務
技
師

学
校
給
食
調
理
員

保有教室

 
普
通
特
別

多
目
的

 
総数 男 女 県 市 県 市

 令和５年度 　 420 120 11,189 5,691 5,498 728 43 0 44 0 15 2 8(33) 43(38) 581 501 36

 令和６年度 　 407 118 10,898 5,551 5,347 720 43 0 45 1 13 2 6(36) 45 552 537 36

 1 養 治 本町二丁目6-1 6 2 106 50 56 11 1 1 　 　 (1) 8 19 　

 2 文 関 上田中町一丁目14-1 14 4 419 207 212 23 1 1 1 (1) 20 16

 3 名 陵 名池町10-1 11 3 241 116 125 21 1 1 (1) 15 16

 4 関 西 関西町12-1 4 2 42 22 20 8 1 1 　 　 (1) 6 18

 5 桜 山 上新地町二丁目5-10 6 2 134 66 68 11 1 1 　 　 (1) 8 20

 6 向 山 向山町14-1 10 4 256 138 118 18 1 1  (1) 15 31

 7 生 野 幡生本町7-14 12 4 279 140 139 22 1 1 　 　 (1) 16 9

 8 本 村 彦島本村町三丁目16-1 4 2 45 29 16 8 1 1 　 　 (1) 6 17

 9 西 山 彦島迫町五丁目13-21 8 3 207 117 90 14 1 1 　 　 (1) 11 15 1

 10 江 浦 彦島江の浦町三丁目4-1 10 5 237 121 116 22 1 1  (1) 16 15

 11 角 倉 彦島角倉町三丁目5-5 6 2 160 85 75 12 1 1 　 (1) 8 25

 12 向 井 彦島向井町二丁目20-1 7 2 197 92 105 13 1 1 　 　 (1) 9 15

 13 小 月 小月西の台6-1 12 3 292 157 135 22 1 1 　 1 (1) 3 15 10

 14 清 末 清末西町一丁目6-1 14 3 446 234 212 23 1 1 1 　 (1) 5 20 6

 15 王 司 王司神田六丁目9-1 15 4 467 263 204 26 1 1 1　 　 (1) 19 8

 16 豊 浦 長府亀の甲二丁目2-1 27 6 877 425 452 47 2 2 1　  1 8 35 18

 17 勝 山 秋根上町二丁目2-1 24 6 779 392 387 39 1 2 1　  1 31 10

 18 川 中 伊倉本町19-1 19 7 622 315 307 33 2 1 1 　 1 29 11

 19 安 岡 安岡町三丁目5-5 25 4 779 397 382 39 1 2 1 　 (1) 7 30 10

 20 吉 見 吉見里町一丁目8-1 6 3 151 79 72 13 1 1 　 　 (1) 10 11 2

 21 吉 母 大字吉母字塩谷287 1 2 2 3 1 1 　 　 (1) 1 9

 22 蓋 井 大字蓋井島字田町126-2 2 4 4 3 1 　 　 (1) 1 2 3

 23 吉 田 大字吉田字高田1044-2 3 1 30 14 16 6 1 1 　 　 (1) 4 8

 24 王 喜 王喜本町二丁目12-30 6 3 156 90 66 12 1 1 　 　 (1) 2 9 6

 25 内 日 大字内日下字坂本1031 4 19 8 11 6 1 　 　 (1) 2 4 7 3

 26 山 の 田 山の田中央町13-1 19 3 590 279 311 29 1 1 1 1 6 23 13

 27 川 中 西 古屋町二丁目9-1 14 5 402 210 192 26 1 1 　  (1) 21 11

 28 垢 田 新垢田西町一丁目1-1 9 4 228 123 105 17 1 1 　  (1) 14 23 　　3

 29 長 府 長府松小田北町14-1 13 4 415 224 191 22 1 1  (1) 20 21

 30 一 の 宮 一の宮住吉一丁目8-1 15 6 453 222 231 27 1 1 1　  1 5 24 8 6

 31 熊 野 熊野西町10-1 22 6 680 349 331 37 2 2 1　  1 28 8 8

 32 豊 東 菊川町大字上大野字上ノ原10020-1 6 2 187 94 93 11 1 1  1 (1) 2 8 13 3

 33 岡 枝 菊川町大字吉賀字金蔵寺2494 6 2 128 69 59 11 1 1 　 　 (1) 2 8 8

 34 楢 崎 菊川町大字楢崎字殿屋敷215 4 1 37 20 17 7 1 1 　 　 (1) 2 5 10

 35 西 市 豊田町大字矢田字今熊132 6 2 91 45 46 11 1 1 1 　 (1) 8 10 2

 36 豊 田 下 豊田町大字手洗字貴布袮303 3 1 33 16 17 6 1 1 (1) 4 9

 37 室 津 豊浦町大字室津下字新田152-1 3 21 8 13 5 1 1 (1) 3 10 2

 38 誠 意 豊浦町大字黒井字才舛2200 6 2 155 65 90 14 1 1 1 (1) 9 17

 39 川 棚 豊浦町大字川棚字後楽3650-1 13 2 334 159 175 19 1 1 1 (1) 15 8 4

 40 小 串 豊浦町大字小串字谷田ヶ浴617 3 1 20 11 9 6 1 1 (1) 4 12

 41 宇 賀 豊浦町大字宇賀字ふけ 4961 3 22 14 8 5 1 1 (1) 3 13 2

 42 豊 北 豊北町大字滝部字常安1200 6 2 155 82 73 12 1 1 (1) 8 10

令和 6 年 5 月 1 日現在 
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※○は、有の意味（配は、給食配膳室のみ） 

 
 
 

 保

健

室

給

食

室

水

泳
プ
ー

ル

校              舎              等 用                   地 　 　

 校舎保有面積 屋内運動場保有面積 面             積 左の内 区　　分

 
総数 鉄筋 鉄骨 木造 総数 鉄筋 鉄骨 総数 建物敷地 屋外運動場 その他 借 地 　

 42 42 39 184,246 175,871 7,375 1,000 37,231 7,727 29,504 833,608 344,280 379,639 109,689 30,591 令和5年度

 42 42 39 183,102 175,481 6,621 1,000 37,237 7,727 29,510 832,592 343,458 379,639 109,495 30,389 令和6年度

 ○ 配 ○ 4,593 4,456 137 　 809 　 809 10,589 5,131 4,607 851 　1 養 治

 ○ 配 ○ 6,392 6,294 7 91 968 　 968 18,544 7,752 6,646 4,146 　2 文 関

 ○ 配 ○ 3,818 2,961 857  887  887　 15,336 6,945 6,518 1,873 　3 名 陵

 ○ 配 ○ 4,434 4,271 163 　 965 　 965 20,947 9,009 7,855 4,083 　4 関 西

 ○ 配 ○ 4,891 4,773 118 　 785 　 785 11,647 4,494 4,768 2,385 　5 桜 山

 ○ 配 ○ 7,952 7,807 145 　 936 　 936 20208 9,260 7,438 3,510 　6 向 山

 ○ 配 ○ 4,327 4,277 50 　 928 　 928 14,271 5,449 7,184 1,638 　7 生 野

 ○ 配 ○ 4,685 4,370 265 50 806 　 806 14,537 6,463 5,298 2,776 　8 本 村

 ○ 配 ○ 4,946 4,738 208 　 879 　 879 25,481 12,731 11,603 1,147　 20,832 9 西 山

 ○ 配 ○ 4,783 4,638 145 　 918 　 918 18,047 10,018 7,825 204 　10 江 浦

 ○ 配 ○ 6,030 5,761 269 　 1,046 24 1,022 18,385 7,420 8,843 2,122 　11 角 倉

 ○ 配 ○ 5,029 4,823 206 　 890 　 890 31,467 12,712 14,583 4,172 　12 向 井

 ○ ○ ○ 3,746 3,627 119 　 1,156 1,156 　 26,279 8,618 9,058 8,603 　13 小 月

 ○ ○ ○ 4,481 4,216 92 173 814 　 814 19,686 9,033 9,315 1,338 　14 清 末

 ○ ○ ○ 4,499 4,258 241 　 981 981 　 18,538 7,553 9,731 1,254 　15 王 司

 ○ ○ ○ 8,633 8,476 157 1,404 　 1,404 29,261 20,743 8,518 　 　16 豊 浦

 ○ 配 ○ 5,658 5,574 84 　 1,123 　 1,123 29,844 10,369 12,931 6,544 　17 勝 山

 ○ 配 ○ 6,411 5,271 1,140 　 1,181 　 1,181 24,071 9,501 12,762 1,808 　18 川 中

 ○ ○ ○ 6,069 5,988 81 　 1,189 　 1,189 20,566 8,743 9,890 1,933 9,353 19 安 岡

 ○ ○ ○ 3,873 3,834 39 　 980 　 980 24,594 7,948 12,319 4,327 　20 吉 見

 ○ 配 ○ 1,961 1,843 118 　 868 　 868 11,517 5,349 6,168 　 　21 吉 母

 ○ ○ ○ 273 　 273 　 767 　 767 8,637 1,571 4,902 2,164 　22 蓋 井

 ○ 配 ○ 1,924 1,820 33 71 868 　 868 15,285 4,653 10,632 　 　23 吉 田

 ○ ○ ○ 2,847 2,806 41 　 906 906 　 17,861 7,386 8,739 1,736 　24 王 喜

 ○ ○ ○ 2,015 1,970 45 　 881 　 881 13,323 6,657 6,018 648 　25 内 日

 ○ ○ ○ 5,708 5,633 75 　 811 　 811 17,902 6,946 8,798 2,158 　26 山 の 田

 ○ 配 ○ 5,313 5,165 148 　 788 　 788 17,018 6,005 9,822 1,191 　27 川 中 西

 ○ 配 ○ 6,410 6,339 71 　 1,011 　 1,011 27,104 9,928 12,728 4,448 　28 垢 田

 ○ 配 ○ 7,270 7,185 85 　 1,131 　 1,131 30,014 10,878 10,932 8,204 　29 長 府

 ○ ○ ○ 5,900 5,900 　 　 1,018 　 1,018 32,143 10,778 12,200 9,165 204　30 一 の 宮

 ○ ○ ○ 6,223 5,990 233 　 1,015 1,015 　 31,042 11,935 11,740 7,367 　31 熊 野

 ○ ○ ○ 3,351 2,712 620 19 648 　 648 21,195 10,336 8,863 1,996 　32 豊 東

 ○ ○ ○ 2,799 2,769 30 　 544 　 544 17,131 5,916 6,546 4,669 　33 岡 枝

 ○ ○ ○ 2,011 1,686 69 256 525 　 525 19,664 5,730 8,699 5,235 　34 楢 崎

 ○ 配 ○ 3,076 3,037 3 36 694 　 694 14,331 7,680 6,008 643　 　35 西 市

 ○ 配 ○ 1,696 1,665 　 31 680 680 　 15,966 7,153 8,813 　 　36 豊 田 下

 ○ 配 2,087 2,037 　 50 785 785 　 19,699 8,380 11,319 　 　37 室 津

 ○ 配 4,062 3,972 75 15 561 　 561 16,216 4,685 11,375 156 　38 誠 意

 ○ 配 ○ 4,169 3,945 116 108 911 　 911 22,290 9,993 12,297 　 　39 川 棚

 ○ 配 3,144 3,098 13 33 607 607 　 14,632 7,809 5,835 988 　40 小 串

 ○ ○ ○ 2,542 2,480 　 62 779 779 　 11,772 4,773 6,269 730 　41 宇 賀

 ○ 配 ○ 3,071 3,016 50 5 794 794 　 25,552 9,025 13,244 3,283 　42 豊　　 北

令和 6 年 5 月 1 日現在 
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■市立中学校一覧 

 

※（　）は非常勤職員または会計年度任用職員、外数 
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　 　 総数 男 女 県 市 県 市

 令和５年度 181 60 5,737 3,005 2,732 431 27 0 22 0 7 0 9(13) 13(5) 263 461 20

 令和６年度 186 59 5,530 2,820 2,710 425 27 0 22 0 6 0 8(13) 7 248 461 13

 1 日 新 上田中町一丁目15-1 11 2 307 163 144 23 1 1 　 (1) 13 27

 2 向 洋 向洋町一丁目14-1 6 2 150 73 77 14 1 1 　 1 8 23

 3 文 洋 上新地町五丁目6-1 7 2 111 58 53 16 1 1 　 1 9 35

 4 名 陵 丸山町一丁目13-3 4 2 112 53 59 11 1 1 　 1 6 23

 5 東 部 清末陣屋5-10 17 4 591 310 281 34 1 1 1 　 (1) 21 20

 6 長 府 長府逢坂町3-1 13 3 423 206 217 29 1 1   1 17 17

 7 勝 山 秋根上町二丁目5-1 17 4 549 272 277 34 2 1 1 1 21 11

 8 川 中 伊倉新町四丁目6-1 20 5 674 324 350 41 5 2 2 (1) 26 54

 9 安 岡 安岡町四丁目2-1 12 3 362 197 165 23 1 1 1  1 4 15 17 2

 10 吉 見 永田本町一丁目3-10 3 1 67 39 28 9 1 1 　 1 4 13

 11 彦 島 彦島江の浦町二丁目25-1 10 3 314 148 166 24 1 1 　 (1) 13 27

 12 玄 洋 彦島本村町二丁目8-1 5 2 112 65 47 13 1 1 　 (1) 7 28

 13 木 屋 川 木屋川南町二丁目660 3 3 92 50 42 11 1 1 　 (1) 6 12

 14 内 日 大字内日下字坂本1031 2 1 13 6 7 8 1 　 3 1

 15 山 の 田 山の田本町8-1 12 5 395 216 179 28 1 1 　 1 17 21

 16 垢 田 大字垢田字笹原1127-6 10 3 325 175 150 22 1 1 　 (1) 13 26

 17 長 成 長府日の出町4-1 8 4 230 113 117 18 1 1 　 (1) 12 19 2

 18 菊 川 菊川町大字下岡枝字上室屋1-2 6 2 176 94 82 15 1 1 　 (1) 3 8 15

 19 豊 田 豊田町大字矢田字鎮守434 3 2 73 35 38 10 1 1 　 (1) 5 14

 20 豊 洋 豊浦町大字黒井字馬神10724-1 4 2 103 54 49 11 1 1 　 (1) 6 15

 21 夢 が 丘 豊浦町大字小串字夢が丘10145 8 2 250 120 130 16 1 1 　 (1) 11 16 4

 22 豊 北 豊北町大字滝部字幸神1244-36 4 2 100 49 51 11 1 1 1 (1) 6 27 5

 23 蓋 井 大字蓋井島字田町126-2 1 1 1 4 1

令和 6 年 5 月 1 日現在 
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※○は、有の意味（配は、給食配膳室のみ） 
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校舎等 用地 　 　

 校舎保有面積 屋内運動場保有面積 面積
左の内 

借 地

区　　分

 
総数 鉄筋 鉄骨 木造 総数 鉄筋 鉄骨 総数 建物敷地 屋外運動場 その他 　 　

 22 22 20 17 126,510 120,835 5,604 71 21,746 9,424 12,322 783,123 243,848 277,554 261,721 20,336 令和５年度

 22 22 20 17 124,923 119,189 5,663 71 20,967 9,424 11,543 770,376 237,962 271,013 261,401 20,336 令和６年度

 ○ 配 ○ ○ 6,683 6,368 315 　 812 812 　 33,695 8,355 7,957 17,383 　 1 日 新

 ○ 配 ○ ○ 5,771 5,376 395 　 1,192 1,192 　 30,529 13,250　 12,340 4,939 17,258 2 向 洋

 ○ 配 ○ ○ 7,450 6,925 525 　 749 749 　 25,490 12,248 7,803 5,439 2,888 3 文 洋

 ○ 配 ○ ○ 5,038 4,946 92 　 758 758 　 16,391 7,299 8,016 1,076 　 4 名 陵

 ○ ○ ○ ○ 6,299 6,194 105 　 819 819 　 73,459 12,331 13,118 48,010 　 5 東 部

 ○ 配 ○ ○ 6,843 6,315 528 　 1,026 　 1,026 57,236 12,519 15,171 29,546 　 6 長 府

 ○ 配 ○ ○ 6,858 6,806 52 　 961 　 961 29,899 11,510 10,694 7,695 　 7 勝 山

 ○ 配 ○ ○ 12,131 12,131 　 　 2,299 133 2,166　 33,753 19,553 14,200 　 　 8 川 中

 ○ ○ ○ ○ 6,212 5,555 657 　 1,019 　 1,019 34,816 12,251 16,299 6,266 　 9 安 岡

 ○ 配 ○ ○ 3,506 3,208 298 　 994 　 994 26,753 10,472 14,832 1,449 　 10 吉 見

 ○ 配 ○ ○ 7,322 6,737 585 　 817 817 　 37,778 10,785 16,491 10,502 　 11 彦 島

 ○ 配 ○ ○ 6,233 5,606 627 　 1,130 　 1,130 46,640 12,069 15,768 18,803 　 12 玄 洋

 ○ ○ ○ ○ 3,091 3,002 89 　 602 　 602 20,607 7,021 10,435 3,151 　 13 木 屋 川

 218 218  　  　      　 14 内 日

 ○ 配 ○ ○ 6,530 6,368 162 　 985 　 985 20,761 9,116 10,254 1,391 　 15 山 の 田

 ○ 配 ○ ○ 6,464 6,022 442 　 1,234 　 1,234 33,053 12,000 15,000 6,053 　 16 垢 田

 ○ 配 ○ ○ 5,549 5,491 58 　 1,178 1,178 　 35,095 8,864 15,910 10,321 　 17 長 成

 ○ ○ 3,234 2,664 543 27 828　 　 828　 26,465 11,341 15,124 　 　 18 菊 川

 ○ 配 ○ 2,919 2,813 62 44 1,123 1,123 　 25,538 11,437 13,859 242　 　 19 豊 田

 ○ 配 ○ 3,441 3,337 104 　 676 78 598 19,928 6,302 9,997 3,629 　 20 豊 洋

 ○ 配 5,580 5,580 　 　 　 　 　 23,423 5,611 11,500 6,312　 　 21 夢 が 丘

 ○ 配 ○ ○ 7,527 7,527 　 　 1,765 1,765 　 118,877 23,628 16,245 79,004 　 22 豊 北

 24 24 190 190 190 23 蓋 井

令和 6 年 5 月 1 日現在 
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■市立小・中学校配置図（令和７年度） 
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